


在留カード・特別永住者証明書が偽変造されていないかが確認できます

在留カードの有効期間が券面表示と異なる場合があります

しばらくの間は「外国人登録証明書」が
在留カード・特別永住者証明書とみなされます

Webページを通じて在留カード等の失効番号情報が確認できます
　新制度のスタートに合わせて、入国管理局のホームページからリンクを経由して失効情報提供画面を参照することができます。
この画面では、在留カード等の番号及び有効期間年月日を入力すると、入力されたカード番号の有効性を確認することができます。

在留カード等の ICチップの情報を読み出すことができます
　入国管理局のホームページにおいて、在留カード等の ICチップに記録されている情報の読み出しに係る仕様を公開していま
す。詳細については、右記を参照してください。http://www.immi-moj.go.jp/info/120424_01.html

（在留カード裏面）

　一般的には券面に表示された有効期間が在留カードの有効期
間となりますが、表面の在留期間の満了日までに、在留資格変
更許可申請又は在留期間更新許可申請をした場合には、その旨
が在留カードの裏面に記載され、当該申請に対する処分がなさ
れない限り、表面の在留期間の満了日から2か月を経過する日
まで有効となります。

詳しくはこちら!　法務省入国管理局　
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html

【お問い合わせはこちらへ】　外国人在留総合インフォメーションセンター（平日8：30～17：15）
TEL　0570-013904　（IP電話・PHSからは　03-5796-7112）　

在留カードとみなされる期間 特別永住者証明書とみなされる期間
永住者
16歳以上の方 2015年（平成27年）7月8日まで
16歳未満の方 2015年（平成27年）7月8日又は

16歳の誕生日のいずれか早い日まで

特定活動※　※特定研究活動等により在留する方とその配偶者に限ります。
16歳以上の方 在留期間の満了日又は

2015年（平成27年）7月8日のいずれか早い日まで
16歳未満の方 在留期間の満了日、2015年（平成27年）7月8日又は

16歳の誕生日のいずれか早い日まで

それ以外の在留資格
　※「短期滞在」や在留資格がない者等、在留カードの交付対象となら

ないものは除かれます。

16歳以上の方 在留期間の満了日
16歳未満の方 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

16歳未満の方

16歳未満の方 16歳の誕生日まで

16歳以上の方

次回確認（切替）申請期間が
2012年7月9日から
3年以内に到来する方

2015年（平成27年）7月8日まで

上記以外の方 次回確認（切替）申請期間の
始期とされた誕生日まで

※ 外国人登録証明書上の「次回確認申請期間」の記載にかかわらず、上記のみなされる期間が、在留カード又は特別永住者証明書として
の有効期間となります。


